
新型コロナウイルス感染症に関する対応について（令和３年７月３０日）

県は、新規感染者数が、県外から家庭内等への持ち込みを中心に急拡大しており、前

週比で約４倍に増加していることから、本日付けで、県全体の感染段階をステージ２から

ステージ３に引き上げ、『警戒警報』を発令されました。

本市においても、今月２５日からは連日新規感染者が発生しており、１日当たり感染者

数も次第に増えてきていることから、本市第5波に突入した状況にあります。特に家庭内

での感染が増えており、飲食店での感染も拡大しつつあります。

夏休み期間中は、夏季休暇やお盆などで人の流れも活発になりますので、引き続き、

感染拡大防止のため、一人一人が基本的な感染症対策（マスクの着用、手指消毒、室

内の換気、三密の回避など）を「徹底」し、「継続」して取り組んでいただきますようお願い

します。

【佐世保市からワクチン接種についてのお願い】

ワクチン接種を２回受けた方の感染リスクは極めて低くなります。ただし、絶対に感染し
ないわけではないと言われており、２回のワクチン接種を終えた方でも感染症対策は怠ら
ないようにご注意ください。

 16歳以上の市民の皆さんは、全員接種できます。接種予約をする際は、できるだけイ
ンターネット予約をご利用ください。

今後、集団接種会場が1カ所に集約されますので、できるだけ、医療機関での個別接
種もご利用ください。

 ワクチンを接種するかどうかは、本人の自由意思です。接種の強制やアレルギー等で
ワクチンを接種できない方などへの誹謗中傷等は、絶対に行わないでください。

【長崎県からのお願い】 （7月３０日に県民に対し、要請された内容）

県外との不要不急の往来は自粛してください。（特に、緊急事態宣言地域、まん延防
止等重点措置地域）

・他県にお住いのご家族等へ、不要不急の来県は極力お控えいただくよう呼びかけて

ください。

・やむを得ず来県される際は、事前の検査にご協力いただき、来県の前後2週間は

会食などリスクの高い行動を控えてください。

・やむを得ず他県を訪問される際は、会食は控えてください。

普段一緒にいる家族や同僚以外との会食は極力控えてください。

飲食店利用の際は、引き続き、感染防止対策を徹底してください。また、その際は、
第三者認証制度により認証を取得した飲食店をご利用ください。

 ワクチン接種者を含め、日常生活においても、基本的な感染防止対策を講じてくださ
い。

市民一丸となって、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぎ、

一人一人が基本的な感染症対策の「徹底」に「継続」して取り組みましょう。


